
軽井沢町役場 税務課

軽井沢町
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1.宿泊税の徴収方法について

宿泊税の納税義務者は「宿泊者」ですが、町が宿泊者から直接徴収
するのではなく、

・宿泊施設において宿泊者から徴収し、

・宿泊施設の経営者が軽井沢町に申告納入をしていただきます。

特別徴収制度

4

宿泊施設の経営者が

特別徴収義務者！

宿泊者

宿泊施設

軽井沢町 長野県宿泊税 県税宿泊税

町
税

暮らす人と訪れる人が
ともに心地よく過ごせ
る高原観光地づくりの
ための施策の実施



1.宿泊税の徴収方法について

• 暮らす人と訪れる人がともに心地よく過ごせる高原観光地づくりの
ための施策の重点的な実施

① 豊かな自然環境を守り自然やまちなみ景観が際立つ町づくり

② 防災・医療体制の充実や、サイクリングロードの整備など誰もが安
心して過ごせる町づくり

③ また来たい・もっと滞在したいと感じる、魅力あふれる町づくりや
宿泊施設の整備

• 徴収経費・ 広報経費等

町税の使途について

5

税の具体的な使途につきまして
は、観光協会やホテル旅館組合
等の代表者様からなる「宿泊税
活用検討会議」から意見を徴収
したうえで決定いたします。



1.宿泊税の徴収方法について

6

登録申請

徴収

申告

納入

・特別徴収義務者の情報を町に登録申請
・特別徴収義務者の情報に変更があったときは、その都度
町に変更申請

・宿泊者から宿泊税を徴収
・課税免除対象の宿泊の場合は証明書を受領して保管
（ｐ.13～14参照）

・毎月末日までに前月に徴収すべき税額を町に申告
（初回は令和８年７月末までに６月分を申告することとなります）

※納税額によって特例措置あり（※後ほど説明）

・申告した税額を電子納税（eLTAX）又は役場窓口や金融
機関等で納入

令和８年
６月まで

令和８年
６月～
毎月

帳簿・書類
の整備等

・申告の根拠となる情報を、施設ごとに記録・保存
※調査を行うため必ず整備をお願いいたします

５年間



1.宿泊税の徴収方法について

１年間の納入すべき合計額が一定の金額を下回る場合、下記のように
３か月分まとめて申請することができます。

申告の特例措置について

7

申告期間 提出期限

１２月～２月 ３月

３～５月 ６月

６～８月 ９月

９～１１月 １２月

特例の適用を申請する場合は
申請書を提出していただく予
定です。

詳細は３月の説明会にてご
案内いたします。
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２ .宿泊税の仕組み
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課税客体・納税義務者

課税対象となる行為（課税客体）は、宿泊施設における宿泊料金を受けて
行われる宿泊であり、その宿泊者（納税義務者）に課税されます。

➢宿泊料金とは
宿泊者が宿泊施設における宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額をいいま
す。食事代や消費税等を除いた、素泊まり・税抜きの料金です。

➢宿泊とは
宿泊税においては、宿泊施設が宿泊者との契約において宿泊として取扱うもの
を宿泊とします。

➢宿泊者とは
宿泊施設から宿泊設備の提供を受け、宿泊した者をいいます。宿泊した者が実
際に宿泊料金を支払ったかどうかは問いません。別の第３者が支払った場合に
も、宿泊した者が「納税義務者」となります。



２ .宿泊税の仕組み
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宿泊料金

区分 具体例

宿泊料金に

含まれる
もの

宿泊の利用行為に係る対価又は負
担として宿泊者の意思に関わらず
請求される金額

清掃代、寝具使用代、入浴代、

寝衣代等及びこれらに係るサー
ビス料、奉仕料など

宿泊料金に

含まれない
もの

宿泊に伴い提供される飲食、遊興、
施設（客室を除く）の利用等の対
価に相当する金額

食事代など

税額に相当する金額
消費税、地方消費税、入湯税な
ど

立替金等の宿泊の対価としての性
格を有しないものに相当する金額

タクシー代、煙草代、電話代、
クリーニング代、土産代など

宿泊者が任意で支払った金額 心付け、チップ、祝儀など



２ .宿泊税の仕組み
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Ｑ キャンプ場や、社員の保養施設で

あっても課税対象ですか。

施設形態や、宿泊目的に関わらず
「旅館業法もしくは住宅宿泊事業法
に登録のあるすべての施設」が課税
対象となります。

Ｑ 幼児や子どもが宿泊する場合も宿泊

税の課税対象ですか。

年齢に関わらず、宿泊料金を伴って宿
泊されるすべての方が課税対象となり
ます。ただし、子どもの添い寝が無料
の場合など宿泊料金が発生しない場合
の宿泊は、課税対象となりません。

よくある質問

Ｑ 食事代込みの料金設定しかない場合は、どのように考えますか。

各宿泊施設においてその実態に応じ、適切に宿泊料金と食事代を分
けて宿泊料金を算定します。なお、食事代の除外がどうしてもでき
ない場合は、食事の対価に相当する金額がないものとして、その料
金全額を宿泊料金とします。

宿泊税の概要に
ついては町HPを
ご確認ください。



２ .宿泊税の仕組み
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・次の宿泊については、宿泊税の課税が免除されます。
・学校の教育活動又は研究活動等であることの証明書を受領してください。

対象の宿泊 対象施設 対象者

学校の教育活動又は研究活動
としての宿泊
（例）修学旅行、部活動・サークル活
動の合宿

幼稚園、小学校、中学校、義務
教育学校、高等学校、中等教育
学校、

特別支援学校、大学、高等専門
学校

学校の幼児、児童、生徒、学生
上記の者の引率者

保育所等の施設が主催する行
事としての宿泊
（例）お泊まり保育

保育所、幼保連携型認定こども
園、家庭的保育事業・小規模保
育事業・居宅訪問型保育事業・
事業所内保育事業を行う施設、
認可外保育施設

満３歳以上の幼児
上記幼児の引率者

フリースクールが主催する行
事としての宿泊

地方公共団体が認証等をするフ
リースクール

フリースクールの児童又は生徒
上記の者の引率者

➢ 地域展開後の地域クラブ活動に伴う宿泊についても、課税免除の対象とす
る方向で検討しております

➢ カメラマンや旅行業者の添乗員は免除対象ではありません

P13参照



２ .宿泊税の仕組み
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ただいま準備中です。
軽井沢町ホームページよりダウンロード
できるようにいたします。

課税免除となる証明書

• 宿泊施設へ証明書の提出がない場合
は、課税対象となります。

• 町への提出は不要です。
宿泊施設にて５年間保存をお願いい
たします。



２ .宿泊税の仕組み
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証明書受領時の注意点
• 学校の種類、活動の種類にチェックが入ってい

るかどうか確認してください。

• 部活動・サークル活動は、次の要件を満たす場
合に限り課税免除の対象となります。

1. 小学校から高等学校の場合
・学校の教育計画に基づいて行われる活動であり、
・学校長がその旨を証明していること

2. 高等専門学校及び大学の場合
①学校の長により設立が承認された学内の学生の
団体であること

②学校の長にあらかじめ承認された、当該団体の
作成する活動計画に基づいて行われる活動であり、
学校長が、上記の①及び②について証明している
こと

• 学校長名又は施設長名の押印の確認をお願いし
ます。
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３ .特定宿泊施設・特別徴収義務者の申請方法
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1. 受付開始

令和８年２月１日（日）

2. 手続きの期限

令和８年６月８日（月）

※郵送の場合は当日消印有効となります。

余裕をもって
ご提出ください

令和８年２月中旬頃

延期させていただくこ
ととなりました。

受付開始日が確定次第、
改めてお知らせいたし
ます。



３ .特定宿泊施設・特別徴収義務者の申請方法
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１人１泊につき6,000円以上
の宿泊がある施設

１人１泊につき6,000円以上
の宿泊がない施設

特別徴収義務者とし
ての登録申請が必要

特定宿泊施設の
申出が必要

「旅館業法」もしくは「住宅宿泊事業法」に
登録のあるすべての宿泊施設が、
上記いずれかの申請をする必要があります。

年に1回でも6,000円以上の
宿泊があれば、こちら！



３ .特定宿泊施設・特別徴収義務者の申請方法

必要な手続き 次の書類を提出してください

特別徴収義務者登録申請

次の書類を提出してください

 特別徴収義務者登録申請書

 （法人の場合）登記事項証明書

 （個人の場合）経営者の住民票

 旅館業営業許可通知書又は住宅宿泊事
業に係る届出番号・所在地が確認でき
る書類

 宿泊に係る契約書面（宿泊約款など）

 宿泊料金が分かる書類（料金表など）

 振込先口座が確認できる書類

特定宿泊施設の申出

次の書類を提出してください

 特定宿泊施設に該当することの申出書

 宿泊料金確認票

 宿泊料金が分かる書類（料金表など）

HP HP

HP

宿泊料金の改定等に伴い、宿泊料金が
１人１泊につき６，０００円以上とな
る宿泊が発生する場合には、特別徴収
義務者としての登録申請が必要ですの
で、事前に町へご相談ください。

18



３ .特定宿泊施設・特別徴収義務者の申請方法
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マークのついている書類は、軽井沢町ホームページよりダウンロード
してください。（令和８年２月１日までに掲載予定）

• 黄色く色づけされている箇所を入力してください。
入力するとセルが白くなります。

• 半角数字など書式に指定がある項目は必ず従ってください。

➢ 個人経営者の方でＥｘｃｅｌの入力に不安のある方は、お
手続きのお手伝いをいたしますので、町税務課へお気軽に
ご相談ください。

➢ 手書きでもＯＫです！手書きの場合は、PDFを印刷してご使
用ください。

HP

ダウンロードしたExcelの「入力シート」のタブに必要事項を入力していた
だくと、入力した内容が各書類に反映されます。



３ .特定宿泊施設・特別徴収義務者の申請方法
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提出方法

作成した様式と、必要書類を下記のいずれかの方法で提出してください。

〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 

軽井沢町役場 税務課 地域振興税係 宛

ａ.ながの電子申請サービス

ｂ.郵送

下記住所へ、印刷した必要な書類、および必要資料を郵送してください。

ｃ.窓口
軽井沢町役場 税務課2番窓口に、印刷した必要な様式、および必要資料を提出
してください。

「交付申請書在中」
などと、○○在中と
記載！

作成した書類はExcelのまま添付してください。

令和８年２月１日までに
HPにリンクを掲載します

メールは不可です



様 式 宿泊税特別徴収義務者登録変更申請書（様式第４号）

添付書類

（写しで
可）

①特別徴収義務者に係る変更（代表者、所在地、住所など）
• 〔法人の場合〕登記事項証明書（履歴事項証明書）

• 〔個人の場合〕住民票（個人番号（マイナンバー）の記載がないも
の）

②宿泊施設の営業許可等及び施設に係る変更（所在地、名称など）

• 旅館業法、住宅宿泊事業法に基づく変更届など、変更の事実を確認で
きる書類

③その他の変更

• 変更の事実を確認できる書類

３ .特定宿泊施設・特別徴収義務者の申請方法
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登録事項の変更があった場合

特別徴収義務者として登録している事項に変更があった場合は、登録事項の変更申請
を行ってください。

HP
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４ .申告納入について
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特別徴収義務者は、原則、毎月末日までに、前月に徴収すべき宿泊税につい
て、宿泊施設ごとに、申告及び納入の手続きが必要です。

様 式 宿泊税納入申告書（様式第１号）

添付書類
課税対象及び課税対象外の宿泊数が宿泊年月日ごとに記入された書類
（宿泊税月計表※など）

提出期限 提出方法

毎月末日
（その前月分として徴収す
べき宿泊税について）

次のいずれかの方法で提出してください。

●eLTAXを利用した電子申告
●軽井沢町へ郵送又は持参

※ 記載項目が同様のものであれば、任意の様式で可

推奨

特例有り
（P.７）



４ .申告納入について
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納入手続き

下記いずれかの方法で納入していただく予定です。

 eLTAXを利用した電子納税（※電子申告の場合のみ利用可能）

 町からお渡しする「納付書」を使用して、役場窓口や金融機関等で納入

推奨

３月に説明会を実施し、詳細をお伝えする予定です。
今しばらくお待ちください。

説明会の詳細は決まり次第、
改めてお知らせいたします。
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５ .今後のスケジュール

説明会

時期 令和８年３月頃

タイトル 徴収手続き・申告等に関する説明会（仮）

内容
・申告納入等の手続きについて

・電子申告・電子納税について 等

※詳細は別途お知らせいたします
26
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6.お知らせ事項
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軽井沢町ホームページへ、データを掲載いたしました。

あわせて印刷データの必要部数のアンケートを実施しております。

必ずご確認とご対応をお願いいたします。

広報ツール

コールセンター

下記内容で準備を進めております。

• 対応言語：４言語（日本語、英語、中国語、韓国語）

• 対応時間：午前９時～午後９時

• 対応期間：５月～１１月予定（状況により早期終了の可能性あり）

確定次第、改めてお知らせいたします。

宿泊事業者向けの
アンケート結果

より設定



6.お知らせ事項

29

システム改修補助金について

レジシステムの改修等、補助金をご利用いただくことが可能です。

締め切りは設けておりませんが、宿泊税の課税開始となる６月１日ま
でに改修を完了していただく必要がございますので、お早めにご対応
いただきますようお願いいたします。

詳細は軽井沢町ホームページをご確認ください。



本日はご参加いただき
ありがとうございました。

軽井沢町役場 税務課 地域振興税係

shinkozei@town.karuizawa.nagano.jp
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